
明治大学「自治労寄附講座・地方自治体と労働組合」 

　自治体の�

　　不安定雇用労働者・臨時非常勤労働者�

　　　　　　　　　　　　　　　の現状と労組の活動�

市川市立保育園非常勤調理員／市川市保育関係職員労働組合	
書記長　佐藤久美子　　　　　　　　　　　　　 



臨時・非常勤職員の実態�

・全国の自治体には約60万人の臨時・ 
　非常勤職員が任用されている。 
 
・ほとんど正規職員と同様の職務を 
　行っている。 
 
・特に保育、学校調理、図書館で多い。	



この講義で伝えたい事�

・臨時・非常勤職員の実態 
 
・何故組合が必要か？ 
 
・組合結成に至るまで 
 
・結成後の活動 
 
・現在の問題点	



市川市の公立保育園�

２６園	

民間委託	
２００５年 
２園	

現在・21園	

２０１０年 
３園	 民間委託	



保育園に勤務する非常勤職員の職種�

・保育士　　・調理員 
                             全   体：83名        　全　体：44名 
　　　　　　　　組合員：42名　　　  組合員：28名 
　　　　　　　　　　　　　　　　（保育課付1名含む） 

 
・栄養士　　・看護師 

                             全　体：1名             全　体：2名 
　　　　　　　　組合員：1名　　　　 組合員：2名 

 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※数字は、2011年4月1日現在の非常勤職員の数　 



正規職員と非常勤職員の割合�

正規職員と週３５時間非常勤職員との職員数の推移 
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臨時・週35Ｈ非常勤	 正規職員	
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臨時・週35Ｈ非常勤	 正規職員	

（正規職員には、任期付職員も含む）	



当時の問題点�

・雇用止め 
 
・経験年数を重ねても給料が上がらない 
　（何年勤務しても新規採用者と同じ） 
 
・交通費が実費支給されない 
 
・忌引、結婚、病気等の有給休暇がない 



組合の必要性�

組合あり	 組合なし	

　 　 　職場での問題点・不満  
当局から制度の改革提案  
↓ 

要求書の提出	
↓ 

↓ 
交渉	

泣き寝入り 
愚痴で終わる	

↓ 
職場改善�
処遇改善�

↓ 

未解決�



組合結成に至るまで�

2004年7月 
　　・第1回目の職場職員説明会 
　　　　（合計10回近く行われる） 
　　・各園園長先生協力のもと、当時２３園に自治労千 
　　　葉県本部職員、市川市職員組合の方から臨時職 
　　　員に説明してもらう 
　　・説明を受けた一人一人の関心度が高く、組合の必 
　　　要性を感じた。 
 

2005年6月　　　　　　　	

組合結成	



組　合　結　成�

写真 
 



市川保育労最初の要求書�



要求書に対する当局からの回答�



ワークルール確立検討会�

2006年3月26日～2007年9月27日 
計　12回 

 

　定数外職員の実態を調査し、必要に応
じて他市の状況も調査して双方の（役
所・組合）の意見を交えて、一定のワーク
ルールを策定する事を目的。 
 

「区分け基準」	



臨時職員と非常勤職員の比較�

臨時職員	 非常勤職員	

正規職員と同様の勤務形態で、 

雇用期間は原則６ヶ月。（最長１年） 

更新は１回。	

勤務時間は、正規職員の３／４。 

『契約期間は１年で更新も可能』	

市川市の場合	

雇い止めは３日（土日を含む） 

　⇒　脱法行為	

勤務時間は、正規職員の３／４以内 

　　⇒　７時間１５分（当局との協議に　

より、保育園職場に限り）	



・正規職員との格差 
正規職員

（7.75Ｈ、21日）

臨時から非常勤へ
移行した職員
（7.25Ｈ、21日）

差額

1年目 2 ,702 ,122 2 ,539 ,530 -162 ,592

5年目 3 ,503 ,099 2 ,649 ,150 -853 ,949

10年目 4 ,425 ,784 2 ,740 ,500 -1 ,685 ,284



団　体　交　渉�

 
 
 
 
 
写真 

 
　 
 
 

団　結　力�
（写真は2007年11月　非常勤化交渉）	



臨時職員から非常勤職員へ移行�

　　①これまでの経験年数を加算して個人ごとに�

　　　新たな時間単価を設定する�

　　②毎年、正規職員に準じた給料表にする�

　　③交通費の限度額を引き上げることができる　　�

　　　　　　　　☆プラス面�
　　　　　　　　・継続性がある�

　　　　　　　　・時間的な余裕がもてる�
�
　　 �

　　　　　　継続雇用における違法性を回避し、 �
　　　　　　経験年数を加味した単価設定ができる　　 �



臨時職員から非常勤職員へ�

雇用形態  	 法的根拠	 一時金	 勤務時間	 雇用止め	 給料	 交通費 
（交通機関利用）	

臨時職員 地公法２２条 有	 7時間45分	 有 
（※６ヶ月、更新１回）	

日給	 距離に応じて 
（※最高５１０円）	

非常勤職員	 地公法１７条	 無	 7時間15分	 無	 時給	 全額支給	

臨時職員と非常勤職員の違
い 



保育労　ニュース�



職場委員会の様子�

第1回職場委員会は、69名の出席 



交流会�

年に一度、組合員の交流会としてディズニーリゾートホテルでディナーバイキング �
（写真は、2010年12月　第2回交流会）	



保育園職場全非常勤職員の集い�



　交渉して勝ち取った項目�

1年目（2005年度）�
　 ・忌引きの特別有給休暇�
　・健康診断の職免扱い�
　・継続希望者の雇用確保�
　・夏期休暇（6日）�
 
2年目（2006年度）�
　・雇用止め5日　→　3日　�
　・交通遮断の特別有給休暇�
　・病休（伝染病のみ年10日の有給休暇）�
 
3年目（2007年度）�
○臨時職員から非常勤職員へ移行	
　・交通費の全額支給�
　・勤務時間7時間　→　7時間15分�
　・給与の経験年数加算�
　・産前6週産後8週　→　産前8週産後8週�

【非常勤職員へ移行】�
　4年目（2008年度）�
　　・出産、育児を理由に退職し復帰した場合、�
　　　当該職務経験の年数を加味�
　　　（子どもが3歳になるまで）�
 
　5年目（2009年度）�
　　・時間外割増賃金125／100が8時間以降�
　　　から7時間45分以降へ�
 　・結婚有給休暇（3日）�
 　・妊産婦検診有給休暇�
�
　6年目（2010年度）�
　　・子の看護休暇は、1年につき5日以内に�
　　　おいて小学校就学前まで有給。�
�
�
�
�

 

 

 
 



現 在 の 課 題�

・　組合員の減少 

・　非常勤職員の中での格差 

・　ボーナス、退職金の支給 

・　勤務時間の延長 

・　手当金の支給 

・　病気休暇等の拡大 
 


